
令和 5年 11月 

健康保険組合の事務所移転に伴う現行健康保険証等への対応方法 

                                    三菱電機ビルソリューションズ健康保険組合 

 

※下記１・２ともに、令和 5年 11月 20日以降に実施 

 

1．健康保険証 

            ＜訂正シール＞ 

                                       
                                  

２．限度額適用認定証・高齢者受給者証 

  ※下記の例は限度額適用認定証 

         

 

 
ﾐﾂﾋﾞｼ ﾀﾛｳ 

三菱 太郎 
昭和 64年 1月 1日 

平成 21年 4月 1日 

赤点線箇所に訂正シールを貼付する 

１１ 

三菱 一郎 

９９９９８ 

昭 和 ５０ 年 １２ 月 １ 日 

「所在地」欄について、旧住所に抹消線を引き、 

下記の新住所を追記する 

  東京都千代田区丸の内２－５－１ 

  丸の内二丁目ビル内  

 

注）追記に当たっては、消えないインクの筆記具を使用のこと 
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